
第

六

百

一

号

令

和

七

年

六

月

二

十

四

日

(

火
曜
日)

目

次

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

障
害
福
祉
課)

二
七
一
ペ
ー
ジ

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

二
七
一

雑

報

○｢

一
般
国
道
十
九
号
瑞
浪
恵
那
道
路

環
境
影
響
評
価
書

平
成
二

十
六
年
四
月｣

に
基
づ
く
事
後
調
査
報
告
書(

令
和
六
年
度)
の
公

告

(

環
境
管
理
課)

二
七
四

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
特
別
障
害
者
手
当
等
シ
ス
テ
ム
開
発
導
入
・
保
守
運

用
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
４
月
25日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
６
月
５
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
日
置
江
一
丁
目
58番
地

株
式
会
社
電
算
シ
ス
テ
ム

代
表
取
締
役
高
橋
譲
太

６
落
札
金
額
46,779,040円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
障
害
福
祉
課
発
達
障
害
支
援
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日



令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

高
山
市
丹
生
川
町
板
殿
の
一
部(

板
殿(

一))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
二
年
六
月
か
ら
令
和
六
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

高
山
市(

丹
生
川
町
板
殿
の
一
部)
の
地
籍
図

高
山
市(

丹
生
川
町
板
殿
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

恵
那
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

恵
那
市
長
島
町
久
須
見
の
一
部(

久
須
見
三)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
二
年
十
一
月
か
ら
令
和
六
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

恵
那
市(

長
島
町
久
須
見
の
一
部)

の
地
籍
図

恵
那
市(

長
島
町
久
須
見
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

恵
那
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

恵
那
市
串
原
閑
羅
瀬
の
一
部(

閑
羅
瀬
二)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
二
年
五
月
か
ら
令
和
六
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

恵
那
市(

串
原
閑
羅
瀬
の
一
部)

の
地
籍
図

恵
那
市(

串
原
閑
羅
瀬
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市
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二

調
査
を
行
っ
た
地
域

飛�
市
河
合
町
角
川
の
一
部(

角
川(�))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
七
年
八
月
か
ら
令
和
六
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

飛�
市(

河
合
町
角
川
の
一
部)

の
地
籍
図

飛�
市(

河
合
町
角
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

飛�
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

飛�
市
河
合
町
新
名
の
一
部(

新
名(

Ⅱ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
か
ら
令
和
五
年
十
二
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

飛�
市(

河
合
町
新
名
の
一
部)

の
地
籍
図

飛�
市(

河
合
町
新
名
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

不
破
郡
関
ケ
原
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須
の
一
部(

今
須
三)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
三
年
八
月
か
ら
令
和
五
年
十
二
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

不
破
郡
関
ケ
原
町(

大
字
今
須
の
一
部)

の
地
籍
図

不
破
郡
関
ケ
原
町(

大
字
今
須
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
白
川
町
大
字
黒
川
の
一
部(

黒
川
Ⅶ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
三
年
四
月
か
ら
令
和
六
年
六
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町(
大
字
黒
川
の
一
部)

の
地
籍
図
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加
茂
郡
白
川
町(

大
字
黒
川
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
東
白
川
村

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
東
白
川
村
大
字
神
土
の
一
部(

大
口
西
洞)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
三
年
七
月
か
ら
令
和
六
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
東
白
川
村(

大
字
神
土
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
東
白
川
村(

大
字
神
土
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

雑

報

○

｢

一
般
国
道
十
九
号
瑞
浪
恵
那
道
路

環
境
影
響
評
価
書

平
成
二
十
六
年
四
月｣

に
基
づ

く
事
後
調
査
報
告
書(

令
和
六
年
度)

の
公
告

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
事
後
調
査
報
告
書
を
作
成
し
た
の
で
、
同
条
例
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局

中
部
地
方
整
備
局
長

佐

藤

寿

延

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名

称

国
土
交
通
省

中
部
地
方
整
備
局

２

代

表

者

の

氏

名

中
部
地
方
整
備
局
長

佐
藤
寿
延

３

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
三
の
丸
二
丁
目
五
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

１

名
称

一
般
国
道
十
九
号

瑞
浪
恵
那
道
路

２

種
類

一
般
国
道
の
改
築(

環
境
影
響
評
価
法
第
一
種
事
業)

三

事
後
調
査
報
告
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
場
所

岐
阜
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
環
境
管
理
課
、
瑞
浪
市
役
所
建
設
部
都
市
計
画
課
、
恵
那
市

役
所
建
設
部
建
設
課
、
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
計
画
課

２

縦
覧
期
間

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日(

水)

か
ら
同
年
七
月
二
十
四
日(

木)

ま
で(

土
曜

日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。)

３

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で(

縦
覧
場
所
に
よ
っ
て
は
異
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。)

四

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
表

事
後
調
査
報
告
書
は
、
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(https://w
w
w
.cbr.m

lit.go.jp/tajim
i/index.htm

l)

に
お
い
て
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

五

問
合
せ

１

問
合
せ
先

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
計
画
課

多
治
見
市
小
田
町
四
丁
目
八
番
六
号

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
五
七
二
―
二
五
―
八
〇
二
六

２

受
付
日
時

毎
日
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝

日
を
除
き
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